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高等教育におけるアクティブ・ラーニング
〜受講者の立場に立つ課題解決の方向性〜

江黒 友美

了德寺大学・教養部

要旨

大学生の主体性を育成する目的で導入されたアクティブ・ラーニングであるが，これまで指導者や受講

者にとって様々な課題が明確になっている．特に受講者にとってのアクティブ・ラーニングの課題は発達

の特性や，今日的な課題によるものが大きいと考える．

そこで本論文では，現代の若者の持つ友人関係やコミュニケーション特性に着目し，社会学的かつ心理

学的側面からその課題の本質を探り，課題解決のための方法学的視点を明確にしていきたい．
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Active learning in higher education
Direction of problem solving based on participants' point of view
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Active learning has been introduced for the purpose of fostering the independence of university students. However, 

various problems caused by their characteristics of development, their communication styles, and relationships with 

their friends have been clarified so far. Therefore, we should consider them when conducting active learning. In this 

paper, we will focus on the characteristics of university students and explore the essence of the problems from the 

sociological and psychological aspects and then, clarify the methodological viewpoint about solving the problems.
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Ⅰ .　はじめに

アクティブ・ラーニングは，米国における「大学改革」を発端として，『「大学のユニバーサル化」と「学

士力，社会人基礎力など様々な〈新しい能力〉の要請」という背景のなかで，かつては「“インプットだけの，

一方的で，受動的な講義形式”が主流だった大学授業」』１）を変革する切り札として急速に広まってきた．

そして，まさにグローバル化や情報化の進展，少子高齢化等という社会の急激な変化を背景とする予測

困難な時代において，「未来を見通し，これからの社会を担い，未知の時代を切り拓く力」が求められ２），

それらの課題を解決する力を育成するための教授学習パラダイムの1つとして捉えられるに至っている．

日本において，アクティブ・ラーニングの概念が注目されたきっかけは，2012年の中教審答申「新たな

未来を築くための大学教育の質的転換に向けて〜生涯学び続け，主体的に考える力を育成する大学へ〜」

における大学教育改革の手段としてであった．その後，2014年中教審への諮問「初等中等教育における教
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育課程の基準等の在り方について」を契機として初等中等教育への展開までも視野に入れることとなり，

それを受けて次期学習指導要領改訂に向けた大きな方向性が示された．また，高等教育へは同2014年に「高

大接続答申」とも呼ばれる「新しい時代にふさわしい高大接続の実現に向けた高等学校教育，大学教育，

大学入学者選抜の一体的改革について〜すべての若者が夢や目標を芽吹かせ，未来に花開かせるために〜」

が提示され，大学入試改革も合わせた新たな高大接続のあり方が示された．

その間，教育研究者から学習指導要領で教育の方法が規定される，もしくはその方向性が固定化されて

しまうと，教育における目的と手段の転倒が一層促進されてしまう3）という懸念が示されたことから，新

学習指導要領にはアクティブ・ラーニングという言葉自体は示されることはなかったが，しかし実質アク

ティブ・ラーニングを基調として，幼稚園から大学までの一貫した教育の変革の方向性が決定づけられ現

在に至っている．

Ⅱ．アクティブ・ラーニングの日本における位置づけ

アクティブ・ラーニングとはそもそも何を指す概念なのか．1990年代初頭に米国でアクティブ・ラーニ

ングの定義を確立したボンウェル＆アイソン（Bonwell&Eison）は，「学生は聴く以上のことをおこなう」

「情報の伝達よりも学生の技能の発展の方に力点が置かれる」「学生は高次の思考（分析や統合・評価など）

を働かせる」「学生は活動（読む．議論する・書くなど）に従事する」「学生自身の態度や価値の探求がよ

り強調される」という特徴の上に，「活動およびその活動についての思考に学生を巻き込む」4）と定義した．

日本においては，早くにアクティブ・ラーニングの理論を検討・整理してきた溝上は，その定義を「一

方向的な知識伝達型講義を聴くという（受動的）学習を乗り越える意味での，あらゆる能動的な学習のこ

と．能動的な学習には，書く・話す・発表するなどの活動への関与と，そこで生じる認知プロセスの外化

を伴う」5）としている．

これらのアクティブ・ラーニングに関する研究により定義付けられた意味合いは，日本では，さらに文

部科学省がアクティブ・ラーニングを教育改革の国際的潮流の中に位置づけることとなる．すなわち，こ

れまでのコンテンツベース（知識伝達重視）の教育から，グローバル化及び不可逆的な知識基盤社会化の

進展に伴う，予測できない新たな時代を生きるために必要な資質・能力の育成へ向かうコンピテンシーベー

ス（資質・能力育成）の教育への転換の組み込みである．

これは，その後2007年の学校教育法一部改正で示された「３つの学力」（1．基礎的な知識・技能  2．思考力・

判断力・表現力等の能力  3．主体的に学習に取り組む態度）を，「何を理解しているか，何ができるか」

「理解していること・できることをどう使うか」「どのように社会．世界と関わり，よりよい人生を送るか」

に整理されることとなる．これを契機に，新学習指導要領の動向を注視する学校関係者にとっては，この

ような総合的な資質・能力を育成するための新たな学習指導観とその実現のための基盤として，アクティ

ブ・ラーニングが位置付けられ，さらに注目されることとなった6）． 

最終的に，新学習指導要領にアクティブ・ラーニングの文言が盛り込まれることはなかったが，長尾の

言うように，もはや教育者の中で「アクティブ・ラーニング」は，「生きる力」の提唱以降，激しい社会

的変化のなかで，それこそ国民国家の一員として身につけることが求められている新しい資質・能力の獲

得を可能にし，担保していくカリキュラム（それはまさしく現下のナショナル・カリキュラムともいうべ

きものなのであるが）の不可欠な一部となっている7）と言っても過言ではない． 
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Ⅲ．アクティブ・ラーニングの実践から見えてくるもの

アクティブ・ラーニングの授業形態や技法は必ずしも明確に確定されてはいないが，これまで開発さ

れてきた協同学習，協調学習，PBL（Project-Based / Problem-Based Learning），LTD 話し合い学習法

（Learning Through Discussion），ピア・インストラクション（Peer Instruction）などの様々な教授形態

が含まれる．また，これに加え文部科学省（2012）のアクティブ・ラーニングの定義8）では，発見学習や

体験学習，教室でのグループ・ディスカッション，ディベート，グループ・ワーク等も例示され，アクティ

ブ・ラーニング型の教授学習形態は多岐にわたるものとされる．しかし，これらの様々な教授学習形態や

技法に共有される重要な要素は，教員と学生，もしくは学生同士の間のインタラクションである．対話か

らグループ討議，大人数による話し合い活動に至るまで，そこには，自分と自分以外の他者とのコミュニ

ケーション活動が存在する．そして，そのような活動を通して獲得させたいのが，これからの時代に必要

とされる「学士力」（文部科学省），「社会人基礎力」（経済産業省）である9）． 

　ところが，これまでの教育現場におけるコミュニケーションを基盤とするアクティブ・ラーニングの

実践を振り返ると，一部の成功例はあるものの，全体としてはうまくいっていないのではないだろうか．

しかも，学生たちが「深い学びに達していない」というよりは，むしろ，各大学において「アクティブ・ラー

ニングを用いた授業は混乱し，成立していない」のではないかという見方が多い10）． 

筆者は，この要因として，アクティブ・ラーニングと向き合う教師側と受講者側双方に以下のような課

題があると考えている．

Ⅳ．教師側の抱える課題

まず教師の課題として挙げられるのは，多くの教師が抱えている「求められていることは，一方的な講

義が否定されているのはわかるが，グループ活動以外には具体的なイメージが湧かない」という意識であ

る11）．アクティブ・ラーニングの定義や手法など，様々なあり方が混在する現状の中，教育者たちが共通

の問題意識をもち，統一した手法に基づく実践がまだまだ確立していない現状とも言え，1990年代にアク

ティブ・ラーニングを提唱したボンウェル＆アイソン（Bonwell&Eison）が「驚くべきことに，教育者は

アクティブ・ラーニングという言葉を共通の定義ではなく直感的な理解に基づいて使っている 」12）と述

べた頃から続く根源的な課題であり，最も深刻で根深いものであろう．

次に，特に高等教育においては，アクティブ・ラーニングに対して原理的に反対の意見をもつ教師がい

るとともに，これまでの非能動的な授業に固執する教師がいるという課題がある13）． 

この課題についても，アクティブ・ラーニングの実質的な教育的効果が検証途上である状況と，指導者

のアクティブ・ラーニング的な指導方法の周知，理解が十分ではない状況も大きく影響していると考えら

れ，この２つの教師側の抱える課題を，理念，手法，効果が指導者にとって納得のいくものとして周知さ

れるまで，解決が難しい大きな問題であると考えられる．

Ⅴ．受講者側の抱える課題

2018年のベネッセによる「第3回 大学生の学習・生活実態調査報告書」14）によると，第1回調査の2008

年との比較において，「グループワークなどの協同作業をする授業」（2008年→2016年18.1ポイント増）「プ

レゼンテーションの機会を取り入れた授業」（2008年→2016年16.0ポイント増）「ディスカッションの機会

を取り入れた授業」（2008年→2016年19.0ポイント増）と，大学の授業でアクティブ・ラーニングを取り
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入れた授業が年を追うごとに増加し，大学の授業スタイルが講義型から参加型へ変わってきていることが

伺える．（図１）

図1　学びの機会

しかし，反面「教員が知識・技術を教える講義形式の授業が多いほうがよい」か「学生が自分で調べて

発表する演習形式の授業が多い方がよい」かの二者択一の質問では， 2008年，2012年の結果と比べ2016年

は若干減少してはいるものの，３回の調査ともに，約8割の学生が「学生が自分で調べて発表する演習形式

の授業」より「教員が知識・技術を教える講義形式の授業」を望んでいるという結果が示されている．（図２）

図2　大学教育観　授業・カリキュラム内容への意見（2択）

中井は，学生が「講義法による授業の方が楽であると考えるようです．講義法の授業ではとりあえず出

席して聞いていればよいが，アクティブ・ラーニングの授業ではさまざまな活動に参加しなければならな

いので大変だと考えるよう」15）だと分析しているが，これは，同調査における「あまり興味がなくても，

単位を楽にとれる授業がよい」か「単位を取るのが難しくても，自分の興味のある授業がよい」の選択の

質問に対して，2008年の調査から回を追うごとに「単位が楽にとれる授業」を選択するようになっている

数値が増加している結果にも，反映されているとも見ることができよう．（図３）

図3　大学教育観　授業に対する構え（2択）

教師が年々アクティブ・ラーニング型の学習を取り入れてきているにもかかわらず，受講者である学生

が「講義形式」を根強く望み，できれば「あまり興味がなくても，単位楽に取れる授業が良い」と思う割

合が増えてしまっていることは，実に皮肉な結果である．

まだまだ受講者にとって満足のいく形でのアクティブ・ラーニングが実施されているとは言えない現状

があるとはいえ，これらの結果の背景には，現代の大学生自身の持つ課題が大きな要因では無いかと筆者

は考える．

果たして，大学卒業時までに必要な力を身につける方略のひとつであったアクティブ・ラーニングは，

その目的を達成するための効果的手段であるのだろうか．特にアクティブ・ラーニングにとって，その根

幹に位置づけられる「対話」や「話し合い活動」が受講者の主体性やコミュニケーション力の育成にどこ

まで有効なのであろうか．

田村は，これまでのエビデンスに基づくアクティブ・ラーニングの実践研究の結果を総括して，必ずし



137

も期待したような効果を有していない，あるいは，その効果が特定の領域に限定的であるとし，さらに，

受講する学生の中には，積極的に関与しない者（フリーライダー）や，無関係な発言（脱線）を行う者が

いてアクティブ・ラーニングの実践が妨害されている状況もあるという課題認識を表している16）．

この他にも，特別な配慮が必要な学生にとっては，アクティブ・ラーニングを進めるに当たって教師に

よる合理的配慮が必要であることも忘れてはならない．聴覚に障害のある学生への円滑なコミュニケー

ションへのための場の設定支援は当然のこととして，「注意欠陥（AD）の学習障害を持つ子供にとっては．

社会的な特徴を持つ教室ではそうでない教室にいるときより余計に社会的相互作用起こすことに困難を感

じる」17）ことに対する教師側の配慮も重要となってくる．

このように，アクティブ・ラーニングが特別な支援を必要とする学生も含め，すべての学生に有効に機

能するためには，「参加者がどのようなディスカッションコミュニケーション活動に従事したかが学びの

質や，学び続ける意欲などと深く関連する」18）ことを念頭に入れて授業設計することが必要であり，そ

のためには，受講者である学生の特性を教師が確実に把握し，理解して対応することが強く求められる．

Ⅵ．現代の大学生の特質１ 友人関係の変質

現代の若者については，これまでもいくつかの国際比較研究のデータから，自己評価が相対的に低いこ

とが明らかにされている19）．筆者はこれに加え，現代の若者の友人関係のあり方と，学生一人ひとりの自

己呈示のあり方が，アクティブ・ラーニングの重要な要素であるコミュニケーション活動に大きく関連す

ると考える．

現代の若者は，自己に対する内省の高まりと同性の親しい友人との親密な関わりが青年期の特徴であっ

た「伝統的青年観」20）と比較すると，友人関係のあり方に大きな違いが見られるという．

その一つが，クラスなりグループなりを自ら組織することが苦手で，全体のために働くことに対し煩わ

しさを露わにし，明確な役割が与えられる組織が鬱陶しいと感じる傾向21）であり．

もう一つが，友人関係の範囲である．現代の若者の友人関係に多く見られる傾向として，「できること

なら本当に信頼できる優良株を見定めて持ちたいが，そんな手間はかけられない，ならばとりあえず多く

の銘柄を手元にキープして，それを使える時に使っていくしかない」22）という意識から，友人（特に知

り合い程度の友だち）の数を増やし．多くの友人との付き合いを巧くマネジメントしているという．その

ため，親密で自己開示を積極的にするような友人関係である「内面的関係」よりも，そのときどきの表層

的な楽しさや心地よさを追求する群れ的で同調的な関係である「表面的関係」への関心が強く，さらにそ

の両方を同時に成立させる関係を決してネガティブに受け止めることなく，本人たちは充実感を十分に感

じているという23）． 

このことから，現代の大学生は，知り合い程度の友人を増やしながら「本音を出し合い，心から付き合

う友人関係」よりも，より多くの「表面的に互いに傷つけ合わずに付き合う友人関係」をうまく使いこな

す傾向が定着してきており，アクティブ・ラーニングの話し合いで求められる，自己開示による「深い学

び」に迫る話し合いが難しくなってきていると言えよう．

Ⅶ．現代の大学生の特質２ 自己呈示の特質

アクティブ・ラーニングでは，自分の思いや考えを他者と共有する場が必要となる．他者と向き合

う時，人は誰しもが他者に与える自己のイメージを操作し行動に反映させる．これを自己呈示（self-
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presentation)）というが，現代の大学生はアクティブ・ラーニングの活動の中でどのような自己呈示をし

ているのだろうか．

菅原は，周囲の人たちに自分が受け入れられようとする承認欲求には，他者から肯定的な評価を得ようと

する「賞賛獲得欲求」と，反対に否定的な評価を避けようとする「拒否回避欲求」の側面があるとする24）．

これらの欲求は，誰もが多かれ少なかれ持ち合わせており，両者は互いに矛盾するものではなく，それぞ

れの強さに個人差はあるものの，同時に持ち合わせていると言い，この２つの欲求の強さを測定する尺度

を作成し（表１，２）ている．この尺度では「賞賛獲得欲求」の９つの質問項目には「人と話すときには

できるだけ自分の存在をアピールしたい」や「大勢の人が集まる場では，自分を目立たせようとはりきる

方だ」などの人からの注目を集めるなどの行動についてを問う質問項目が，一方「拒否回避欲求」につい

ての質問項目には「意見を言うとき，みんなに反対されないかと気になる」や「不愉快な表情をされると，

あわてて相手の機嫌をとる方だ」など，内面的な欲求とともに，前者同様方略や行動傾向にも配慮した構

成となっている．そして，この尺度を用いて大学生を対象に行った調査を行い，「賞賛獲得欲求」と「拒

否回避欲求」の強さを組み合わせ４種類の対人態度（図４）に分類したところ，４つのカテゴリーに入る

割合はほぼ同じ人数であったという25）．

一般に，教師はアクティブ・ラーニングに取り組む学生の参加の様子や言動を「積極的であるか」「消

極的なのか」という2つ指標の中に位置づける．また，その積極性の背景を「自分を認めて欲しい」とい

う承認欲求と関連付ける傾向がある．しかし , 上記の結果は，対話や話し合い活動に参加する学生の参加

態度を「積極的か」，「消極的か」だけの評価規準で単純には判断できないということを示唆している．

  

 

 

 
 

 
 

 

 

表1　■賞賛獲得欲求項目 表2　■拒否回避欲求項目

図4　4つの対人態度
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学生にとって，この「賞賛獲得欲求」と「拒否回避欲求」という両極端な欲求は，いわばアクセルとブレー

キの関係にあり，積極的に見えていても実は他者からの批判に怯えていたり，反対に消極的な言動であっ

ても，実はもっと自分をアピールしたという気持ちを抱いているという複雑な心性を一人ひとりが持って

いるのである .

正木は，現代の若者は「ブレーキを強く踏んでいたり，反対に相手を傷つけず傷つけられないように周

りに配慮しながら，友人関係を維持している」と分析し，現代の若者の他者との関係における心的側面の

傾向を評している26）が，アクティブ・ラーニングで「深い学び」につながる話し合い活動とするためには，

受講者の傾向を把握することも考えていかなくてはならないであろう．

Ⅷ　現代の若者とアクティブ・ラーニング

これまで見てきた２つの視点を通して，アクティブ・ラーニングの実践に参加する受講者たちを改めて

みてみると次のような課題が見えてくる．

まず，現代の若者における友人関係のあり方の特徴を，アクティブ・ラーニングの実践の中に落とし込

んでみると，話し合いのために組んだグループ構成員とのコミュニケーションが， 果たして教師が期待す

る「思ったこと，考えたことをそのまま伝え合う」関係性の上に成立しているのか，また，課題の核心に

迫る深い話し合いとして成立しているのかが疑問に思えてくる．これまで教師が,積極的な話し合いであっ

たと感じていた活動についても，じつは受講者が教師による評価を意識して，グループ内のコミュニケー

ションを本音ではなく当たり障りない友人関係の延長として，パフォーマンスとして表現している可能性

も否定できない．

さらに，２つ目の視点である受講者一人一人持っている強さの違う「賞賛獲得欲求」や「拒否回避欲求」

については，これまで教師が受講者の持つそれらの傾向を配慮してこなったが，そこに問題はなかっただ

ろうか．樋口は「言いづらいことでも友だちのためを思って忠告することができる」「違う意見を持った

人とも仲良くできる」といった人間関係面でより積極的・開放的な態度を持つ学生が，グループ・ワーク

やディスカッションにより主体的・積極に参加でき，こうした人間関係の特性の弱いあるいは持たない学

生にとっては，アクティブ・ラーニングの授業は効果をもたず，苦痛になっていく可能性27）にもつながっ

てしまう恐れもあると指摘しているが，アクティブ・ラーニングで自己表現ができて満足する勝ち組と，

毎回不満を抱いたまま時間を過ごす負け組がいい結果を生むとは考えにくい．多感な時期を迎える小学校

高学年や中学生で行われた場合，能動的になることや，空気を読むことの苦手な子どもにとって逆境をも

たらすものとなり，いじめや不登校の要因となる可能性も十分に考えられる28）であろう．

このように人間関係や，自己呈示のコントロールへの配慮にかけるアクティブ・ラーニングは，受講者

にとって煩わしい活動と受け止められ，アクティブ・ラーニングの目指す目標へたどり着かないばかりか，

受講者にしてみればこんなに気を使う活動であれば一方的に話を聞く講義型の授業の方が楽だと考えてし

まうのも無理はない．

先に示したように，アクティブ・ラーニング型授業が多く実践されていても，受講型の授業を選択する

学生が多いという調査結果の原因の一端がここにもあるのではないかと思われる．

アクティブ・ラーニング的活動が積極的に行われてきはじめた今，その活動に参加している受講者の立

場に立った手だてを講じていく必要が喫緊の課題となっていると考える．
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Ⅸ．結論

アクティブ・ラーニング的な活動の成立には「対話」や「話し合い」などのコミュニケーションが必要

不可欠である．しかし，これまで見てきたように，現代の大学生には社会の変化に伴い独特の友人関係や

自己呈示の特性がある．

これら受講者の持つ特性を理解し，その特性に応じたアクティブ・ラーニングの構築が進まなければ，

指導者にとっても受講者にとっても表層的で形式的なアクティブ・ラーニングにとどまってしまうであろ

う．

アクティブ・ラーニング型の授業をより意味のあるもの，価値あるものにするためには，西岡の言うよ

うにアクティブ・ラーニングは，教育改善のための手段であって目的ではなく，教育改善に取り組むにあ

たっては，まず，それぞれの学校や教師が，自分の現場で求められる改善とは何かを明確にする29）こと

が強く求められている． 

その改善の視座として，今回着目した教師側の抱える課題の解決と，現代的な若者の「浅く広くという

友人との関係づくり」をどうアクティブ・ラーニング的活動時に「親和的な関係，学び合う関係」に変容

させるか，また，受講者の承認獲得欲求と拒否回避欲求への把握，理解に基づくアクティブ・ラーニング

のあり方の創造があると考える．

この視座を核に，学生に成長実感を味わわせてアクティブ・ラーニングへと向かう力を引き出す評価の

在り方なども探りつつ，既存のアクティブ・ラーニング型授業が現代の若者に適応したアクティブ・ラー

ニングへと再構成する広がりを期待したい． 
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